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は　し　が　き

　本書は、問題を基本レベル（Basic）と応用レベル（Step Up）にブ
ロック化し、基本的な知識の確認から、応用力の強化まで、学習の
進度に合わせて得点力を高めていくことができる構成となっていま
す。
　また、過去10〜15年間の本試験問題の徹底的な分析と、各科目
の出題傾向・出題頻度を入念に検討し、得点力向上に最も効果的な

「項目別」の問題配置とし、問題のポイントを１つ１つ確実に押さ
えていくことができる「一問一答形式」を採用しました。
　したがって本書は、本試験問題の「五肢択一形式」のプレ・トレー
ニングに最適であると同時に、五肢択一形式問題を解いてはいるも
ののポイントが掴めず得点力が伸びないという受験生のバック・ト
レーニングにも活用できます。
　必要十分な問題をコンパクトに収めた本書で、受験生の皆さんが
限られた学習時間を少しでも有効に活用されて、所期の志を達成さ
れることを心よりお祈り申し上げます。

TAC社会保険労務士講座
教材制作チーム一同

　本書は、2024年₉月30日現在において、公布され、かつ、2025年本試験
受験案内が発表されるまでに施行されることが確定しているものに基づい
て問題を作成しております。
　なお、2024年10月₁日以降に法改正のあるもの、また法改正はなされて
いるが施行規則等で未だ細目について定められていないものについては、
2025年２月上旬より、下記ホームページにて改正情報を順次公開いたしま
す。

TAC出版書籍販売サイト「サイバーブックストア」
https://bookstore.tac-school.co.jp/
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「合格のツボ 択一対策」の特長
　本書は、幅広く出題される本試験に対応できる力を無理なく身に
つけるという方針から、「基本的な知識」をしっかり固めたうえで、

「実践的な知識」を確実に身につけていけるよう、全科目とも、項
目別に Basic、Step-Up の２つのレベルにブロック化しています。

進捗チェック

労基 安衛 労災 雇用 徴収

Basic

労一 健保 国年 厚年 社一

１　労働基準法の基本理念等 Basic1 労働基準法の基本理念等

労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活
を営むための必要を充たすべきものでなければならないとし
ている。

 法1条1項。設問の通り正しい。

使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠
実にその義務を履行しなければならないが、使用者よりも弱
い立場にある労働者については、このような義務を定めた規
定はない。

 法2条2項。設問の規定は、使用者のみならず、労働者
に対しても義務を課している。

使用者は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間そ
の他の労働条件について、差別的取扱をすることは差し支え
ないものとされている。

 法3条。労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間そ
の他の労働条件について、差別的取扱をすることは禁止さ
れている。
法3条では「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理
由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取
扱をしてはならない。」と規定している。

労働基準法第4条は、労働者が女性であることを理由とし
て、賃金について女性に対して不利に取り扱うことを禁止し
ているのであって、使用者は、労働者が女性であることを理
由として、男性より高い賃金を支払うことは差し支えない。

 法4条、平成9.9.25基発648号。法4条において禁止し
ている、女性であることを理由とする賃金に関する差別的
取扱いには、女性に対して不利に取り扱う場合のみならず
有利に取り扱う場合も含まれる。したがって、労働者が女
性であることを理由として、男性より高い賃金を支払うこ
とも禁止されている。
法4条の「賃金」には、賃金額のみならず、賃金体系、賃金形態
等も含まれる。
・法3条で禁止しているのは「国籍、信条又は社会的身分」を理
由とした差別的取扱いであって、「性別」による差別的取扱い
は禁止していない。

・法4条では、「労働者が女性であること」を理由として「賃金」
についてのみ、差別的取扱いを禁止している（その他の労働条
件については、同条では禁止していない。）。

問題 1 解答 1 〇

問題 2 解答 2 ×

問題 3 解答 3 ×

大事！

問題 4 解答 4 ×

これも
覚える！

ひっかけ
注意　

2   

労  

基
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進捗チェック
　この進捗チェックは、
約10問で１マス進みま
す。１日１マスずつ進
めていくことを目標に
問題を解いていきまし
ょう。また、全体でど
れくらい進んだかもこ
のメーターを見れば把
握できるので、モチベ
ーションの維持にも役
立ちます。

メリハリのある解説
　なぜその答えになるのか、１問ずつ、わかり
やすい解説を入れています。重要キーワードは
色文字で強調しています。
　また、問題文といっしょに確認しておきたい
重要事項を３種類のアイコンでまとめていま
す。問題を解く力がメキメキついていきます！
　　　 重要事項をまとめています。必ず確認し

ましょう！
　　　 問題文から派生した関連事項をまとめて

います。問題文とセットで確認すると効
率よく確認できます！

　　　 本試験でもよく問われる類似事項などを
まとめています。うっかりミス撲滅のた
めに、しっかり読み込みましょう。

大事！

これも
覚える！

ひっかけ
注意　

　　　　 基本事項を中心とした問題構成
　本試験において最も多く出題されている事項、また、本試験を解いていく
うえで熟知すべき基本的な事項の問題です。なるべく早期に制覇しましょ
う！

Basic
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進捗チェック

Step-Up Step-Up１　労働基準法の基本理念等

労基 安衛 労災 雇用 徴収 労一 健保 国年 厚年 社一

1 労働基準法の基本理念等

労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものであり、
この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基
準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向
上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務付けて
いる。

 法1条2項。設問の通り正しい。なお、設問の規定につ
いては、労働条件の低下が労働基準法の基準を理由として
いるか否かに重点を置いて判断するものであり、社会経済
情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、当該規定
には抵触しない。

最高裁判所の判例では、特定の思想、信条を有することを
理由とする雇入れの拒否に関する労働基準法第3条（均等待
遇）の規定の適用について、「労働基準法3条は労働者の信
条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じ
ているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限
であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。」とし
ている。

 法3条、昭和63.3.14基発150号、最大判昭和48.12.12三
菱樹脂事件。設問の通り正しい。
法3条の「信条」とは、特定の宗教的又は政治的信念をいい、
「社会的身分」とは、生来の身分をいう。したがって、会社の職
制上の地位（職員と工員、正社員とパートタイマーなど）は、社
会的身分ではなく、これらを理由として労働条件に差を設けても
本条違反とならない。

就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金に
ついて男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現
実には男女差別待遇の事実がないとしても、当該規定は無効
であり、かつ、労働基準法第4条違反となる。

 法4条、平成9.9.25基発648号。就業規則に法4条違反
の規定があるが現実には行われておらず、賃金の男女差別
待遇の事実がなければ、その規定は無効ではあるが、法4
条違反とはならない。

労働基準法第5条においては、「使用者は、暴行、脅迫、
監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によっ
て、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」と
規定しているが、使用者が単に労働を強制したのみであり、
労働者が現実に労働しなかったときであっても、本条違反の
罰則が適用される。

 法5条、法117条、昭和23.3.2基発381号。設問の通り正
しい。
法5条における「労働者の意思に反して労働を強制する」とは、
不当な手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意
思を抑圧し、その自由な発現を妨げることによって労働すべく強
要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働することを必要
とせず、労働を強制すれば、法5条違反の罰則が適用される。

問題 1 解答 1 〇

問題 2 解答 2 〇

これも
覚える！

問題 3 解答 3 ×

問題 4 解答 4 〇

ひっかけ
注意　

8   

労  

基

9

合格者も大絶賛!!　
　「合格のツボ」は、毎年多くの受験生にご利用いただいており、大変好
評をいただいております。ここで、TAC社労士講座を受講し、見事合格
された方からの声※をご紹介します！

　　　　 出題頻度の高い事項を中心とした応用レベルの問題構成
　「Basic」で定着させた知識を一歩レベルアップ。「本試験で解答できるこ
と」を意識した問題構成です。スラスラ解けるようになるまで頑張りましょう！

Step-Up

※ 第50回・第53回・第54回の本試験を受験された方で、当該年度の
TAC社会保険労務士講座の本科生を受講された方にご協力いただ
いたアンケート結果から抜粋掲載させていただきました。

合格のツボは良問が多く本試験を想定して落
とせない問題が沢山出題され重宝しました。

講義編が終了してからは、合格のツボ（択一式）、過去10、テキストの読み込みをメインに行っ
ておりました。
間違った問題や自信がない問題には付箋を貼って、何度も何度も解いて、記憶のモレの潰しこ
みをしていました。

５月からは各科目の内容を思い出すことを主
目的にして、テキストを一通り読み、択一の
ツボを使って全科目回しました。

★良問多数！

★何度も解きました！

★直前期の総復習に！

チェック欄
　解いた日付を書き込むスペースもあり
ます。知識の定着には繰り返し学習が不
可欠です。各問、３回解くことを目標に
学習を進めていきましょう。

こたえかくすシート
　解答ページを隠すこと
ができる、「こたえかく
すシート」つきです。
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TACのツボに強力アイテムが登場！

　巻末には、学習状況をしっかり整理していただくために「解きな
おシール」を用意しました。復習の際の目印となるためのツールと
して、活用してください。
　間違えてしまった問題を、判断すべき知識が足りずにミスしてし
まったものなのか、うっかりミスなのか、いつも間違えるミスなの
か、原因をしっかり把握しておくことが重要です。

『解きなおシール』の活用法

※切り取るさいの損傷についてのお取り替えはご遠慮願います。

切り取り線に沿って
ハサミやカッターで
カットしましょう。
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★シールは次の３段階！

うっかりミス！（黄）
論点となるキーワードを見落としてしまったなど、うっか
り間違えてしまった問題にチェック！

冷静に判断をすれば解けるはずです。社労士試
験は数多くの問題を限られた時間内で解かなけ
ればならず、ケアレスミスは命取りになりま
す。このミスは必ず撲滅しましょう。

よくやるミス！（ピンク）
繰り返し学習の過程で見えてくるミスです。
１回目はできたのに２回目は間違えてしまった、毎回毎回
できていないなどの問題にチェック！

何度やってもできない問題は、何度も何度も繰
り返して理解して克服するのです。このミスを
しっかり対策すれば、一歩先の段階に進めるで
しょう。得点アップの重要なキーとなる問題と
いえるでしょう。

本気でミス！（青）
初見のために、判断材料がきちんとインプットされていな
いことから間違えてしまった問題にチェック！

ここをマスターすれば、知識の幅は必ず広がり
ます。最初はすべてできなくてもかまいませ
ん。本試験の日までに確実にマスターできるよ
う、チェックしておきましょう。
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進捗チェック

労基 安衛 労災 雇用 徴収

Basic 1 労働基準法の基本理念等

労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活
を営むための必要を充たすべきものでなければならないとし
ている。

 法1条1項。設問の通り正しい。

使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠
実にその義務を履行しなければならないが、使用者よりも弱
い立場にある労働者については、このような義務を定めた規
定はない。

 法2条2項。設問の規定は、使用者のみならず、労働者
に対しても義務を課している。

使用者は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間そ
の他の労働条件について、差別的取扱をすることは差し支え
ないものとされている。

 法3条。労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間そ
の他の労働条件について、差別的取扱をすることは禁止さ
れている。
法3条では「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理
由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取
扱をしてはならない。」と規定している。

労働基準法第4条は、労働者が女性であることを理由とし
て、賃金について女性に対して不利に取り扱うことを禁止し
ているのであって、使用者は、労働者が女性であることを理
由として、男性より高い賃金を支払うことは差し支えない。

 法4条、平成9.9.25基発648号。法4条において禁止し
ている、女性であることを理由とする賃金に関する差別的
取扱いには、女性に対して不利に取り扱う場合のみならず
有利に取り扱う場合も含まれる。したがって、労働者が女
性であることを理由として、男性より高い賃金を支払うこ
とも禁止されている。
法4条の「賃金」には、賃金額のみならず、賃金体系、賃金形態
等も含まれる。
・法3条で禁止しているのは「国籍、信条又は社会的身分」を理
由とした差別的取扱いであって、「性別」による差別的取扱い
は禁止していない。
・法4条では、「労働者が女性であること」を理由として「賃金」
についてのみ、差別的取扱いを禁止している（その他の労働条
件については、同条では禁止していない。）。

問題 1

問題 2

問題 3

問題 4
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労一 健保 国年 厚年 社一

１　労働基準法の基本理念等 Basic

労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活
を営むための必要を充たすべきものでなければならないとし
ている。

 法1条1項。設問の通り正しい。

使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠
実にその義務を履行しなければならないが、使用者よりも弱
い立場にある労働者については、このような義務を定めた規
定はない。

 法2条2項。設問の規定は、使用者のみならず、労働者
に対しても義務を課している。

使用者は、労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間そ
の他の労働条件について、差別的取扱をすることは差し支え
ないものとされている。

 法3条。労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間そ
の他の労働条件について、差別的取扱をすることは禁止さ
れている。
法3条では「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理
由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取
扱をしてはならない。」と規定している。

労働基準法第4条は、労働者が女性であることを理由とし
て、賃金について女性に対して不利に取り扱うことを禁止し
ているのであって、使用者は、労働者が女性であることを理
由として、男性より高い賃金を支払うことは差し支えない。

 法4条、平成9.9.25基発648号。法4条において禁止し
ている、女性であることを理由とする賃金に関する差別的
取扱いには、女性に対して不利に取り扱う場合のみならず
有利に取り扱う場合も含まれる。したがって、労働者が女
性であることを理由として、男性より高い賃金を支払うこ
とも禁止されている。
法4条の「賃金」には、賃金額のみならず、賃金体系、賃金形態
等も含まれる。
・法3条で禁止しているのは「国籍、信条又は社会的身分」を理
由とした差別的取扱いであって、「性別」による差別的取扱い
は禁止していない。

・法4条では、「労働者が女性であること」を理由として「賃金」
についてのみ、差別的取扱いを禁止している（その他の労働条
件については、同条では禁止していない。）。

解答 1 〇

解答 2 ×

解答 3 ×

大事！

解答 4 ×

これも
覚える！

ひっかけ
注意　

労  

基

3



進捗チェック

労基 安衛 労災 雇用 徴収

Basic １　労働基準法の基本理念等

労働基準法第5条が禁止する労働者の意思に反する強制労
働については、労働基準法上最も重い罰則が定められてい
る。

 法5条、法117条。設問の通り正しい。法5条に違反し
た者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円
以下の罰金に処せられる。

労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の
公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合に、使
用者に、当該労働時間に対応する賃金支払を保障しつつ、そ
れを承認することを義務付けている。

 法7条、昭和22.11.27基発399号。法7条（公民権行使
の保障）の規定は、給与に関しては何ら触れていないた
め、有給たると無給たるとは当事者の自由に委ねられてお
り、当該労働時間に対応する賃金を支払うことは義務付け
られていない。

同居の親族のみを使用する事業については、労働基準法は
適用されないが、同居の親族以外に他人を1人でも使用して
いれば、当該事業は労働基準法の適用を受けることとなる。

 法116条2項。設問の通り正しい。なお、設問の場合、
使用している他人は労働基準法上の労働者であるが、同居
の親族は、原則として労働基準法上の労働者ではない。
「同居の親族」とは、事業主と居住及び生計を一にしている民法
上の親族（6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族）をい
う。

家事使用人と雇い主との間に結ばれる家事一般に従事する
ための契約は、民法上の雇用契約であると同時に、労働基準
法が適用される労働契約でもある。

 法116条2項。労働基準法は、同居の親族のみを使用す
る事業及び家事使用人

4 4 4 4 4

については、適用されない（当該契
約は、労働契約ではない。）。

労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃
金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をい
う。

 法9条。労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問
わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われ
る者をいう。なお、設問文は、労働組合法における労働者
の定義である。

問題 5

問題 6

問題 7

問題 8

問題 9

4   



労一 健保 国年 厚年 社一

１　労働基準法の基本理念等 Basic

労働基準法第5条が禁止する労働者の意思に反する強制労
働については、労働基準法上最も重い罰則が定められてい
る。

 法5条、法117条。設問の通り正しい。法5条に違反し
た者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円
以下の罰金に処せられる。

労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の
公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合に、使
用者に、当該労働時間に対応する賃金支払を保障しつつ、そ
れを承認することを義務付けている。

 法7条、昭和22.11.27基発399号。法7条（公民権行使
の保障）の規定は、給与に関しては何ら触れていないた
め、有給たると無給たるとは当事者の自由に委ねられてお
り、当該労働時間に対応する賃金を支払うことは義務付け
られていない。

同居の親族のみを使用する事業については、労働基準法は
適用されないが、同居の親族以外に他人を1人でも使用して
いれば、当該事業は労働基準法の適用を受けることとなる。

 法116条2項。設問の通り正しい。なお、設問の場合、
使用している他人は労働基準法上の労働者であるが、同居
の親族は、原則として労働基準法上の労働者ではない。
「同居の親族」とは、事業主と居住及び生計を一にしている民法
上の親族（6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族）をい
う。

家事使用人と雇い主との間に結ばれる家事一般に従事する
ための契約は、民法上の雇用契約であると同時に、労働基準
法が適用される労働契約でもある。

 法116条2項。労働基準法は、同居の親族のみを使用す
る事業及び家事使用人

4 4 4 4 4

については、適用されない（当該契
約は、労働契約ではない。）。

労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃
金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をい
う。

 法9条。労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問
わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われ
る者をいう。なお、設問文は、労働組合法における労働者
の定義である。

解答 5 〇

解答 6 ×

解答 7 〇

これも
覚える！

解答 8 ×

解答 9 ×

労  

基

5



進捗チェック

労基 安衛 労災 雇用 徴収

Basic １　労働基準法の基本理念等

労働基準法で「使用者」とは、事業主又はその事業の労働
者に関する事項について事業主のために行為をするすべての
者をいうと定義されている。

 法10条。労働基準法において「使用者」とは、事業主又
は「事業の経営担当者」その他その事業の労働者に関する
事項について、事業主のために行為をするすべての者をい
うと定義されている。
⑴　事業主
　 　事業の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個
人、法人にあっては法人そのものをいう。
⑵　事業の経営担当者
　 　事業経営一般について権限と責任を負う者をいい、例えば、
法人の代表者や支配人等が該当する。
⑶ 　その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行
為をするすべての者
　 　人事、給与等の労働条件の決定や労務管理等に関して実質的
に一定の権限を与えられている者をいう。

問題10

6   



労一 健保 国年 厚年 社一

１　労働基準法の基本理念等 Basic

労働基準法で「使用者」とは、事業主又はその事業の労働
者に関する事項について事業主のために行為をするすべての
者をいうと定義されている。

 法10条。労働基準法において「使用者」とは、事業主又
は「事業の経営担当者」その他その事業の労働者に関する
事項について、事業主のために行為をするすべての者をい
うと定義されている。
⑴　事業主
　 　事業の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個
人、法人にあっては法人そのものをいう。

⑵　事業の経営担当者
　 　事業経営一般について権限と責任を負う者をいい、例えば、
法人の代表者や支配人等が該当する。

⑶ 　その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行
為をするすべての者

　 　人事、給与等の労働条件の決定や労務管理等に関して実質的
に一定の権限を与えられている者をいう。

解答10 ×

これも
覚える！

労  

基
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進捗チェック

Step-Up

労基 安衛 労災 雇用 徴収

1 労働基準法の基本理念等

労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものであり、
この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基
準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向
上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務付けて
いる。

 法1条2項。設問の通り正しい。なお、設問の規定につ
いては、労働条件の低下が労働基準法の基準を理由として
いるか否かに重点を置いて判断するものであり、社会経済
情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、当該規定
には抵触しない。

最高裁判所の判例では、特定の思想、信条を有することを
理由とする雇入れの拒否に関する労働基準法第3条（均等待
遇）の規定の適用について、「労働基準法3条は労働者の信
条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じ
ているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限
であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。」とし
ている。

 法3条、昭和63.3.14基発150号、最大判昭和48.12.12三
菱樹脂事件。設問の通り正しい。
法3条の「信条」とは、特定の宗教的又は政治的信念をいい、
「社会的身分」とは、生来の身分をいう。したがって、会社の職
制上の地位（職員と工員、正社員とパートタイマーなど）は、社
会的身分ではなく、これらを理由として労働条件に差を設けても
本条違反とならない。

就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金に
ついて男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現
実には男女差別待遇の事実がないとしても、当該規定は無効
であり、かつ、労働基準法第4条違反となる。

 法4条、平成9.9.25基発648号。就業規則に法4条違反
の規定があるが現実には行われておらず、賃金の男女差別
待遇の事実がなければ、その規定は無効ではあるが、法4
条違反とはならない。

労働基準法第5条においては、「使用者は、暴行、脅迫、
監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によっ
て、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」と
規定しているが、使用者が単に労働を強制したのみであり、
労働者が現実に労働しなかったときであっても、本条違反の
罰則が適用される。

 法5条、法117条、昭和23.3.2基発381号。設問の通り正
しい。
法5条における「労働者の意思に反して労働を強制する」とは、
不当な手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意
思を抑圧し、その自由な発現を妨げることによって労働すべく強
要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働

4 4 4 4 4

することを必要
4 4

とせず
4 4 4

、労働を強制すれば、法5条違反の罰則が適用される。

問題 1

問題 2

問題 3

問題 4

8   



Step-Up１　労働基準法の基本理念等

労一 健保 国年 厚年 社一

労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものであり、
この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基
準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向
上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務付けて
いる。

 法1条2項。設問の通り正しい。なお、設問の規定につ
いては、労働条件の低下が労働基準法の基準を理由として
いるか否かに重点を置いて判断するものであり、社会経済
情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、当該規定
には抵触しない。

最高裁判所の判例では、特定の思想、信条を有することを
理由とする雇入れの拒否に関する労働基準法第3条（均等待
遇）の規定の適用について、「労働基準法3条は労働者の信
条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じ
ているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限
であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。」とし
ている。

 法3条、昭和63.3.14基発150号、最大判昭和48.12.12三
菱樹脂事件。設問の通り正しい。
法3条の「信条」とは、特定の宗教的又は政治的信念をいい、
「社会的身分」とは、生来の身分をいう。したがって、会社の職
制上の地位（職員と工員、正社員とパートタイマーなど）は、社
会的身分ではなく、これらを理由として労働条件に差を設けても
本条違反とならない。

就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金に
ついて男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現
実には男女差別待遇の事実がないとしても、当該規定は無効
であり、かつ、労働基準法第4条違反となる。

 法4条、平成9.9.25基発648号。就業規則に法4条違反
の規定があるが現実には行われておらず、賃金の男女差別
待遇の事実がなければ、その規定は無効ではあるが、法4
条違反とはならない。

労働基準法第5条においては、「使用者は、暴行、脅迫、
監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によっ
て、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」と
規定しているが、使用者が単に労働を強制したのみであり、
労働者が現実に労働しなかったときであっても、本条違反の
罰則が適用される。

 法5条、法117条、昭和23.3.2基発381号。設問の通り正
しい。
法5条における「労働者の意思に反して労働を強制する」とは、
不当な手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意
思を抑圧し、その自由な発現を妨げることによって労働すべく強
要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働

4 4 4 4 4

することを必要
4 4

とせず
4 4 4

、労働を強制すれば、法5条違反の罰則が適用される。

解答 1 〇

解答 2 〇

これも
覚える！

解答 3 ×

解答 4 〇

ひっかけ
注意　

労  

基
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進捗チェック

Step-Up １　労働基準法の基本理念等

労基 安衛 労災 雇用 徴収

労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益
を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者である
か否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人
又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従
業員に限定される。

 法6条、昭和23.3.2基発381号。労働基準法第6条の違
反行為の主体は、個人、団体又は公人たると私人たるとを
問わないものとされており、設問の者に限定されているわ
けではない。

労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている
違法なものである場合、当該労働者派遣事業の事業主が業と
して労働者派遣を行う行為は、「業として他人の就業に介入
して利益を得る」ことに該当し、中間搾取を禁ずる労働基準
法第6条に違反する。

 法6条、平成11.3.31基発168号。労働者派遣事業の事業
主が、所定の手続を踏まずに違法な労働者派遣を行う場合
であっても、法6条の中間搾取には該当せず、法6条違反
とはならない。
労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及
び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体と
して当該労働者の労働関係となるものであり、派遣元による労働
者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入
するものではない。

労働者が労働審判手続の労働審判員としての職務を行うこ
とは、労働基準法第7条の「公の職務」には該当しないた
め、使用者は、労働審判員に任命された労働者が労働時間中
にその職務を行うために必要な時間を請求した場合、これを
拒むことができる。

 法7条、令和2.2.14基発0214第12号。労働審判手続の労
働審判員としての職務は、「公の職務」に該当するため、
使用者は、労働者が当該職務を行うために必要な時間を請
求した場合には、これを拒んではならない。

問題 5

問題 6

問題 7
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